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旅費規定を整胤よう

Q:旅費の精算については、実費精算では

なく、日当精算方式を採用している会社が多

いと聞きました。どういったメリットがある

のでしょうか。

ヱヘ：精算事務の簡素化メリットはもちろん

のこと、旅費がういた場合でも、会社は支給

額全額を旅費にでき、支払を受けた給与所得

者側も現物給与とはされず、非課税で受け取

ることができます。

【解説】

旅費規定に基づいて、宿泊料や日当が支給

されている限り、実際の使用旅費（実費）と

の差額が余っても、会社にとっては支給額全

額を旅費にできることはもちろん、支払を受

けた給与所得者側も余った金額を非課税で受

け取ることができますので、宿泊料、日当に

ついては、会計処理の簡素化、節税の両面か

ら、実費精算に替えて規定の金額を一律に支

給する方式が有利となります。

この場合、宿泊料や日当を、役員、従業員

等地位によって一定の格差をつけて支給する

ことは可能ですが、旅費規定によって支給さ

れた金額であっても不当に高額の場合は、給

与所得として課税されますので、同業種、同

規模の他の会社の例を参考にして、適正な旅

費規定を整備する必要があります。
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